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１ 令和８年４月上下水道局の組織改正について

[経営管理課]

現 行 改 正 後 改正理由

危機対策課

（課の新設）

上下水道インフラの突

発的な事故や災害等発生

後の初動対応及び及び復

旧等に迅速かつ的確に対

処できるよう司令塔機能

の強化を図る。

水道課

計画係

建設係

改良係

下水道課

計画係

建設係

改良係

上下水道計画課

上下水道企画係

水道計画係

下水道計画係

上下水道建設課

水道建設係

下水道建設係

施設係

改良係

（課の再編）

人口減少化における上

下水道インフラの最適か

つ効率的で上下水道一体

的な管理・整備体制の構築

を図る。

東上下水道サービスセンター

お客さまサービス係

施設管理係

西上下水道サービスセンター

お客さまサービス係

施設管理係

上下水道サービスセンター

お客さまサービス係

施設管理係

（２センターの統合）

（サービスセンターの統合）

現場の課題等に効率的

かつ機動的に対処できる

よう人員を集約化し組織

体制の強化を図る。

＊統合後の事務所は、大沢

野会館別館（東上下水道サ

ービスセンター）に置く。
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２ 契約金額１億５，０００万円以上の工事請負契約について

[契約出納課]

(1) （余フ）北部幹線防護管布設（第１工区）工事

（富山市 経堂三丁目 地内）

位 置 図

新庄交番

◎

契約の方法 一般競争入札

予 定 価 格 ２０７，１７４，０００円

契約の金額 ２０６，８００，０００円

契約の相手方 東建設・野村土建 （余フ）北部幹線防護管布設（第１工区）

工事共同企業体

代表者 富山市天正寺５４６番地

東建設株式会社

代表取締役 東 慎二

契約締結日 令和８年３月６日

工 期

令和８年３月９日～令和８年３月３１日

（ただし、国庫補助事業に係る繰越承認を受け、令和８年

１０月３０日を完成期限とする工期延長を行う予定。）

工事施工箇所

【工事概要】

推進工 L=31.5ｍ

主
要
地
方
道
富
山
環
状
線

新庄交番
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３ 私道に布設された給水管修繕に係る費用負担の取扱い

の見直しについて

[給排水サービス課]

(1) 主旨

水道事業給水条例第８条第２項ただし書きの規定に基づき、給水装置の使用者又

は所有者からその修繕費を徴収しない（上下水道局が負担する）ことができる取扱

いについての見直しを行うもの。

＜参考＞富山市水道事業給水条例

（給水装置の管理）

第８条 使用者又は所有者は、細心の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給

水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに管

理者に届け出なければならない。

２ 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者又は所有者

の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

３ 第１項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者又は所有者の責任とする。

(2) 見直しの内容

（改正前） 公道に布設されている給水管の修繕のみ対象とする。

（改正後） 私道に布設されている給水管の修繕も対象とする。

(ただし、使用者等の故意又は過失により必要となった修繕等は対象外とす

る。また、集合住宅及び複合ビル等については、宅内止水栓までとする。)

(3) 見直しの目的（期待する効果）

①お客さまサービスの向上

②有収率の向上

③漏水に伴う道路冠水その他市民生活に影響を及ぼす被害の軽減・防止

(4) 見直しの時期

令和８年４月１日

Ｍ

Ｍ

私道

公道
宅地Ａ

宅地Ｂ

水
道

管
（

配
水

管
）

給水管

Ｍ

Ｍ

私道

公道
宅地Ａ

宅地Ｂ

水
道

管
（

配
水

管
）

給水管

改正前 改正後

： 上下水道局が費用負担し修繕する箇所 ：メーター

： お客様が費用負担し修繕する箇所 ：止水栓（バルブ）

Ｍ
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４ 下水道管路マネジメントの強化について

[下水道課]

(1) 主旨

下水道管路の点検方法等に関する国の技術基準の見直しを踏まえた本市における下水道

管路の点検基準の見直しについて報告するもの。

(2) 点検基準の改正内容

【国の技術基準】：法定点検

※1 重要な下水道管路

・下水処理場～処理場直前の最終合流地点までの管路

・管径２ｍ以上の大口径管路

・緊急輸送道路下、軌道下、河川下の管路

※2 点検により劣化が進行している管路は３年に１回など点検を高頻度化

【本市の点検基準】：法定点検以外

(3) 見直しによる影響（効果）

①点検延長 約50km/年 → 約75km/年（従来比1.50倍）

②点検費用 約220,000千円/年 → 約320,000千円/年（従来比1.45倍）

現行 見直し後

対象施設
腐食の恐れが

大きい下水道管路

腐食の恐れが

大きい下水道管路
重要な下水道管路※1

頻度 ５年に１回 ５年に１回※2 5 年～10 年に１回※2

方法 目視による点検 自走式カメラによる点検

現行 見直し後

対象施設
30 年以上経過した

コンクリート管

国の技術基準で定める以外の

全ての管路

頻度 20 年に１回以上 5年～10 年に１回以上

方法 自走式カメラによる点検 目視点検又は自走式カメラによる点検
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５ 富山市ウォーターＰＰＰ事業（下水道管路）の基本方針（案）

について

[下水道課]

富山市ウォーターPPP事業（下水道管路）の概要を示した基本方針（案）を令和 8 年 1月 30

日に公表したので報告するもの。

(1) 基本方針（案）の概要

ア 事業実施年度

令和９年度から令和１８年度まで（１０年間）

イ 対象範囲

公共下水道（浜黒崎処理区除く）

農業集落排水施設（婦中、八尾、山田、大沢野、大山、細入地域）

ウ 対象施設

管路施設（下水道管、マンホールポンプ） ※ 汚水処理場は対象外

エ 事業方式

管理・更新一体マネジメント方式（レベル 3.5）更新実施型※

※維持管理と更新（計画策定、設計、工事）を一括で民間事業者へ委託する方式
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オ 対象業務

公 共 下 水 道：維持管理業務、改築業務

農業集落排水施設：維持管理業務

カ 事業者の募集、選定について

公募型プロポーザル方式での募集、選定を予定しており、選考委員会を設置し、提案

内容を総合的に評価し、受託候補者を決定。

キ 応募者の参加資格要件

・ 応募者の構成は、単独企業または複数の企業で構成される共同企業体とし、代表企

業を 1社定め、統括管理者を選任。

・ 応募者には、下水道に関する業務実績を通じた専門的知見や創意工夫による高度

な維持管理、事業全体の適切なマネジメント能力を求める。

ク 業務実施にあたっての要件

市内業者の雇用確保や技術力の継承、品質確保の観点から要件を設定。

(2) 今後のスケジュール（予定）

令和７年１２月建設委員会 ウォーターＰＰＰの導入方針について報告

令和８年 １月３０日 基本方針（案）公表

令和８年 ４月頃 要求水準書（素案）公表

４月～５月頃 基本方針（案）、要求水準書（素案）への質問・意見受付

夏頃 募集概要（案）、要求水準書（案）公表、質問・意見受付

令和９年 ３月 債務負担行為設定

４月 事業者応募公告（募集要項等公表）

秋頃 受託候補者決定、基本契約締結

冬頃 事業開始

【対象業務の実施時に求める要件】

・市内業者の雇用確保・・・・競争入札参加資格者名簿（市内業者）に登録する者を活用

・技術力の継承・・・・・・・・・・元請で対象業務を行った実績

・品質確保・・・・・・・・・・・・・・維持管理業務責任者や各業務に必要な技術者の配置
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６ 月岡西緑町地内に富山県住宅供給公社が残置した不明管問題

について
[下水道課]

(1) 月岡西緑町開発の経緯

富山県住宅供給公社（※以下「県公社」という。）は、月岡グリーンタウン開発計画に基づ

き、土地区画整理事業により月岡東緑町（事業認可：昭和 54 年、事業終了：昭和 57 年）に

次いで、月岡西緑町を平成元年から平成 10 年までの間、４期に分けて宅地造成・分譲した。

※ 地方住宅供給公社法に基づき県が設立（県 100％出資法人）。理事長は県知事。県の行

政改革の一環で平成 21 年３月末に自主解散

(2) 月岡西緑町における不明管発見に至るまでの主な経過

ア 県公社から富山市へ地域し尿処理施設（処理場及び管路等一式）を移管（開発が完了

した区域から順に移管を受け、最終移管時期は平成 10 年頃）

イ 令和３年３月末に地域し尿処理施設を廃止し、公共下水道へ接続

ウ 公共下水道接続以降、汚水中継マンホールポンプ所の稼働時間（送水量）が夏季（６

月から９月頃）に大幅に増加していることが判明

エ 市（上下水道局）において、令和７年６月から７月に月岡西緑町全域を対象に全ての

マンホール（計 136 か所）内の調査を実施したところ、マンホールに接続する不明管（県

公社から市へ移管されていない所有者不明の管路）10 か所を発見、うち６か所からマン

ホール内への不明水の流入を確認

月岡西緑町
月岡中学校

● 不明管の接続が確認されたマンホール（８箇所）

接続が確認された不明管（10箇所）
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【マンホールポンプの稼働状況】

(3) 市（上下水道局）のこれまでの対応

ア 市（上下水道局）の調査で判明した不明管は、県公社が宅地造成の際に整備し、適切に

管理しないまま、現在まで放置しているものと判断されることから、市（上下水道局）は、

令和７年８月１日付で県知事に対し、①不明管 10 箇所について公共下水道マンホールか

らの切り離しなど必要な措置を行うこと、②市の調査で確認された不明管以外にも不明

管が存在しないか県において調査し、確認された際には必要な措置を講ずること、③地

域住民の不安を招くことのないよう丁寧かつ適切に対応することを文書にて改善指導を

行う。

イ 市（上下水道局）が行った不明水調査結果等を地元へ説明（令和７年８月 11 日）

ウ 県土木部（建築住宅課）による地元説明に同席（令和７年 11 月 19 日、令和８年１月

22 日）

(4) 県のこれまでの対応と今後の対応（予定）

令和７年 11 月 26 日 不明管の調査を実施

（管内に土のうでの閉塞や土砂の堆積により全容解明には至らず）

令和８年２月 19～20 日 不明管の追加調査を実施

３月 対応方針に関する住民説明会の実施

４月 止水応急工事

５月～９月 対策工法の設計

下半期 対策工事の本格実施

※電気料金減免後の料金

1日の平均流入量(ｍ3）

1月 2月 3月 4月 5月 6月

496 512 486 475 485 1,118

7月 8月 9月 10月 11月 12月

2,027 3,062 1,416 527 461 479

2025年

1月の電気代（円）

1月 2月 3月 4月 5月 6月

62,503 51,913 51,539 56,355 55,949 59,059

7月 8月 9月 10月 11月 12月

146,501 155,359 163,713 88,133 51,538 52,260

2025年
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